
福岡県中小企業脱炭素化緊急支援事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 福岡県中小企業脱炭素化緊急支援事業補助金（以下｢補助金｣という。）の交付につい

ては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金交付要綱（令和５年１２月２１日総行政第３２７号）

及び福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第５号）、その他の法令及び関連通知

の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （交付の目的） 

第２条 本事業は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、県内中小企業

者等による再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備及び蓄電池の導入を支援すること

により、県内中小企業者等のエネルギーコストの削減及び脱炭素化（温室効果ガス排出量

の削減）を推進することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）大企業 

中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第２条第１項に規定する中小企業者以

外の者であって、事業を営むものをいう。 

（２）中小企業者等 

福岡県内に事業所を置く法人及び県内を住所地、居所地又は事業場等の所在地とする

納税地において青色申告を行っている個人事業者をいう。ただし、大企業、国、地方公共

団体、独立行政法人、並びに国及び地方公共団体からの出資又は費用負担の比率が５０％

を超える者を除く。 

（３）県内事業者 

福岡県内に事業所（以下「県内事業所」という。）を有し、事業活動を行っているもの

をいう。 

（４）エコ事業所 

福岡県の「エコ事業所」登録制度実施要領に基づく登録を行っている事業所をいう。 

（５）ＳＢＴ 

パリ協定（世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保ち、１.

５℃に抑える努力をする世界共通の長期目標が示す水準）が求める水準と整合した、５

年～１５年先を目標として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標をいう。 

（６）ＳＢＴｉ 

企業に対し、どれだけの量の温室効果ガスをいつまでに削減しなければならないのか、

科学的知見と整合した目標を設定することを支援・認定している、世界自然保護基金（Ｗ

ＷＦ）、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（ＣＤＰ）、世界資源研究所（ＷＲ

Ｉ）、国連グローバル・コンパクトの４者からなる共同組織をいう。 

（７）ＳＢＴ認定 

ＳＢＴ（中小企業向けＳＢＴを含む。）として、ＳＢＴｉが認定したものをいう。 

 

（事業実施期間） 

第４条 事業実施期間は、交付決定日から当該交付決定日が属する県の会計年度の２月１０

日までの期間内であって、次に掲げる事業着手日から事業完了日までの期間とする。ただ

し、知事がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。 

（１）事業着手日 

対象設備の購入又は設置工事に係る契約書の発行日のうち、最も早い日をいう。 

（２）事業完了日 



対象設備の設置工事に係る工事完了日又は支払い義務額を支払った日のいずれか遅い

日をいう。 

 

 （補助金の交付対象者） 

第５条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、必要かつ適当と認める者に対し、

予算の範囲内で補助金を交付するものとする。 

なお、脱炭素化の取組を広く推進するという本事業の目的を踏まえ、業種や機器・設備

の多様性等を考慮した採択を行うことがある。 

（１）県内事業者であり、中小企業者等であること。 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（３）第９条第１項の規定による補助金の交付の申請時までに確定している直近の決算状況

において、債務超過の状態にないこと。 

（４）県税その他の租税を滞納していないこと。 

（５）法令に抵触し、補助対象として不適当と認められる事業者ではないこと。 

（６）「福岡県脱炭素経営はじめの一歩。応援プログラム（福岡県中小企業脱炭素経営推進

事業）」において「温室効果ガス排出量の削減目標を設定済み」であるか、又は「ＳＢ

Ｔ認定を取得済み」であること。 

（７）補助金により設備を導入する事業所は、県内事業所であること。 

（８）補助金により設備を導入する事業所において、継続的な事業活動を行うものであるこ

と。 

（９）補助金交付申請時においてエコ事業所に登録されていること。 

（10）補助金により導入する設備に関して、国、福岡県及び他の地方公共団体から交付され

るいかなる補助金も受けていないこと。 

（11）補助金を交付した事業について、県が補助事業名、補助金を受けた事業者の名前（法

人にあっては名称）、住所（法人にあっては本社の所在地）、補助事業の内容等の公表

に同意すること。 

（12）その他、知事が必要と認める要件を満たすこと。 

 

 （補助対象事業等） 

第６条 補助対象事業及び補助対象設備、補助率、補助上限額は、別表１に定めるとおりと

する。 

２ 補助要件は、別表２に定めるとおりとする。 

 

 （補助対象経費等） 

第７条 この補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表３

に定めるとおりとする。 

２ この補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、補助事業を

遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付すものとする。た

だし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競

争に付し、又は随意契約によることができるものとする。  

 

（補助回数の制限） 

第８条 補助金の交付申請は、一事業者につき、同一年度に一事業所一回限りとする。ただ

し、過去に本補助金による補助を受けた事業所は、補助対象外とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第９条 交付申請者は、知事が別に定める期限までに、「福岡県中小企業脱炭素化緊急支援

事業補助金交付申請書」（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければ

ならない。 

（１）申請者調書（様式第１号の２） 



（２）役員等名簿（様式第１号の３） 

（３）事業計画書（様式第１号の４） 

（４）補助事業を行う事業所における前年度の燃料使用量（様式第１号の５） 

（５）省エネルギー設備の省ＣＯ２効果（様式第１号の６） ※高効率空調機器又は高効率

給湯機器に関して補助金交付申請を行う場合に限る。 

（６）収支予算書（様式第１号の７） 

（７）暴力団排除に係る誓約書（様式第１号の８） 

（８）法人の場合は、法人の登記事項証明書の写し（履歴事項全部証明書）、直近１年分の

決算書(貸借対照表、損益計算書) 

（９）個人事業主の場合は、税務署の収受印のある直近１年分の青色申告決算書の写し 

（10）一般用納税証明書（県税に未納がないことの証明）の写し（福岡県の県税事務所が、

直近３か月以内に発行したものに限る） 

（11）第５条第６号の要件を満たすことを証明する、次のいずれかの書類 

ア 福岡県脱炭素経営はじめの一歩。応援プログラム（福岡県中小企業脱炭素経営推

進事業）において設定した「温室効果ガス排出量の削減目標」が分かる書類 

イ 「ＳＢＴ認定」を取得済みであることが分かる書類 

（12）様式第１号の４～様式第１号の６を補足する次の書類 

ア 補助事業で導入予定の設備仕様が分かる書類（カタログ等） 

イ 補助事業を行う事業所における年間の電力使用量が証明できる書類（電気料金の

請求書等、新築の場合は不要） 

ウ 補助事業で導入する太陽光発電設備で発電する電気の５０％以上を、同一敷地内

に所在する交付申請者の事業所で使用（自家消費）することを証明できる書類（算

定方法の詳細や内訳が分かる書類） 

（13）補助事業で導入する太陽光発電設備の設置場所の土地及び建物の登記事項証明書の写

し 

（14）エコ事業所登録証の写し 

（15）補助対象設備を設置予定の建物の全景写真、補助対象設備の設置予定場所の写真 

（16）その他知事が必要と認める書類 

２ 交付申請者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象

経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額し

て交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らか

でないものについては、この限りではない。 

３ 知事は、補助金交付申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容が第５条に定める

本事業の交付対象の要件に適合するものを受理するものとし、申請書の提出時点で不備の

あるものにあっては、補正が完了した時点で受理する。 

４ 交付申請者は、交付決定前に申請を取り下げる場合、補助金交付申請取下申請書（様式

第２号）を知事に提出しなければならない。 

５ 知事は、第１項に基づき提出された補助金交付申請書に記載された補助金交付申請額の

合計金額が予算の総額に達したときは、公募期間中であっても、本事業の募集を終了する

ことができる。 

 

（補助金の交付決定） 

第１０条 知事は、前条第１項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、交付決定通知書（様式第３号）により交付の決定を通知する。  

２ 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、

条件を付して補助金の交付の決定をすることができるものとする。 

 



（補助事業の取下げ） 

第１１条 交付申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る

補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付決定を辞退しよう

とするときは、交付決定の日の翌日から１０日以内に、交付決定辞退届（様式第４号）を知

事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の変更、中止又は廃止） 

第１２条 交付の決定を受け補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号

のいずれかに該当する場合には、速やかに事業計画変更（中止・廃止）承認申請書（様式第

５号）を知事に提出し、その承認を得なければならない。 

（１）補助事業の内容又は経費を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる場合を除く。 

ア 申請のあった補助事業の目的や効果に影響しない範囲での仕様等の変更を行う場

合。 

イ 補助対象設備の経費区分ごとに配分された補助対象経費の２０％以内の流用増減

（流用増減後の補助対象設備ごとの補助金の額が、交付の決定を受けた補助金の額

を超えない場合に限る。）。 

ウ その他、知事が必要と認めるとき。 

（２）補助事業を中止又は廃止しようとするとき。 

２ 知事は、前項の規定により、補助事業の変更・中止・廃止を承認するときは、事業計画変

更（中止・廃止）承認通知書（様式第６号）により、速やかに補助事業者に通知するものと

する。 

３ 知事は、前項の承認をする場合において、必要があるときは、交付決定の内容を変更し、

又は条件を付することができる。 

 

（事業遅滞の届出） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が補助対象期間内に完了することができないと見込まれ

る場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遅延等届出書（様式

第７号）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（帳簿書類の検査、補助事業の遂行・是正のための措置） 

第１４条 知事は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため必要があるときは、補助事業者

に対して報告をさせ、又は県の職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他

の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。 

２ 知事は、補助事業が交付決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと

認めるときは、補助事業者にその遂行を命ずることができるものとする。 

３ 知事は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業の遂行の一時停止を命ず

ることができるものとする。 

４ 知事は、報告を受けた補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件

に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事

業者に対して命ずることができるものとする。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業を完了した日から起算して３０日を

経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の２月１９日のいずれか早い期日までに、

実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。た

だし、知事が必要と認めるときは、別途提出期限を定めることができるものとする。 

（１）事業報告書（様式第８号の２） 

（２）収支決算書（様式第８号の３） 

（３）支出証拠書類の写し 

（４）第２１条第２項に定める取得財産等管理台帳（様式第１１号） 



（５）補助対象設備の設置後の写真、補助対象設備の銘板の写真 

（６）２０ｋＷ以上の太陽光発電設備を設置した場合、発電設備を囲う柵塀の写真及び掲示

した標識の写真 

（７）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明ら

かな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、第１２条により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、速やかに

前項の実績報告書を知事に提出し、知事の指示を受けなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１６条 知事は、補助事業者から実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の実施結果が補助金の交付

の決定の内容（第１２条第１項に基づく承認をした場合は、その承認した内容）及びこれ

に付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額

確定通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１７条 知事は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に

対して精算払いを行うものとする。 

２ 前項の規定により補助金の支払を受けようとする補助事業者は、知事に対し、精算払請

求書（様式第９号の２）を提出するものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１８条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の確定に伴う報告

書（様式第１０号）により、速やかに知事に報告しなければならない。ただし、補助対象経

費に消費税及び地方消費税に相当する額を含めていない場合は、この限りではない。 

２ 知事は、前項の報告により、補助金の返還が必要となった場合は、当該消費税等仕入控

除税額の全部又は一部の返還を命ずる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１９条 知事は、第１２条の補助事業の中止又は廃止の承認申請があった場合及び補助事

業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部

を取り消すことができる。 

（１）次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 

ア 交付決定に付した第１０条第２項又は第１２条第３項に基づく条件に適合してい

なかったとき。 

イ 正当な理由なく第１５条第１項に規定する期日までに実績報告に係る書類を提出

しなかったとき。 

ウ 実績報告提出書類に不備があり、その修正に応じなかったとき。 

エ 第１３条に基づく事業遅滞の届出に際して示された指示に従わなかったとき。 

オ 上記アからエのほか、この要綱に規定する事項及び県の指示に従わなかったとき。 

（２）法令、この要綱の定めに違反した場合 

（３）補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（４）補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

（５）交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部若しくは一部を継続する必要

がなくなった場合又は補助事業者の責に帰さない事情により補助事業の遂行ができな

い場合 

（６）その他県が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき 

２ 前項の規定は、第１６条の規定に基づく額の確定があった後においても適用する。 



３ 知事は、第１項の規定に基づく交付決定の取消しを行ったときは、交付決定取消通知書

（様式第１１号）により補助事業者に速やかに通知する。 

 

（補助金の返還） 

第２０条 知事は、前条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を既に行っているときは、その補

助金の返還を命ずるものとする。 

２ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第５号の場合を除き、その命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した加

算金の納付を併せて命ずるものとする。 

３ 第２項の補助金の返還期限は、当該命令がなされた日から２０日以内とする。 

４ 知事は、補助事業者が、返還すべき補助金を前項に規定する納期日までに納付しなかっ

たときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年利１０．

９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

 

（財産の管理等）                                                            

第２１条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し、又は効用の増

加した財産（以下「取得財産等」という。）を善良な管理者の注意をもって管理するととも

に、本事業の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第１２号）を備え、これ

を管理しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第２２条 補助事業者は、法定耐用年数の期間内において、取得財産等を補助金の交付の目

的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，取り壊し，又は廃棄（以下

「処分」という。）しようとするときは、財産処分承認申請書（様式第１３号）を知事に提

出し、その承認を受けなければならないものとする。 

２ 前項の取得財産等のうち、処分を制限する財産は、１件あたりの取得価格又は効用の増

加額が５０万円以上の機械装置、重要な器具その他の財産とする。 

３ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込ま

れるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させるものとする。ただし、当該取得財

産等の処分が次の各号のいずれかに該当する処分であるときは、納付を要しないものとす

る。 

（１）災害又は火災により使用できなくなった施設の取り壊し又は廃棄 

（２）立地上又は構造上危険な状態にある施設の取り壊し又は廃棄 

（３）補助事業者の責めに帰さない事情によりやむを得ず行う取壊し又は廃棄（相当の補

償を得ている場合を除く。） 

４ 前項に規定する取得財産等の処分に係る納付額は、別に定める場合を除き、処分する部

分の残存価額に対する補助金相当額とする。この場合において、適正な対価でなされる有

償による処分については、処分する部分の残存価額に対する補助金相当額を上限とし、当

該部分の処分により発生する収益のうちの補助金相当額とする。 

５ 第３項の財産の処分による収入の納付期限は、当該命令がなされた日から２０日以内と

する。 

６ 知事は、補助事業者が、納付すべき財産の処分による収入を前項に規定する納付期限ま

でに納付しなかったときは、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法

（明治 29 年法律第 89 号）第 404 条第１項の規定による法定利率により計算した延滞金を

徴するものとする。 

 

（補助事業の経理） 

第２３条 補助事業者は、この補助事業に係る経理の収支を明らかにするために、これに関



する帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施に関する必要な書類を整備し、補助期間が終

了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なもの

は、電磁的記録によることができるものとする。  

 

（設備導入効果の情報発信及び県事業への協力等） 

第２４条 補助事業者は、事業実施期間の属する県の会計年度の翌年度から起算して２年間、

経過報告書（様式第１４号）に次に掲げる書類を添えて、毎年６月末日までに県に報告す

るものとする。 

（１）累計発電電力量が確認できるモニター表示機等の写真 

（２）累計売電電力量が確認できる売電メーター又はモニター表示機等の写真（写真を添

付できない場合は、「購入電力量のお知らせ」の写しなど売電量が分かる書類） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、提供したデータの公表や県が実施する成果報告会への参加等、県の脱炭

素社会推進関連事業へ積極的に協力するものとする。 

３ 補助事業者は、エコ事業所の継続的な登録に努めるものとする。 

 

（自署及び押印の省略） 

第２５条 この要綱に定める手続きについては、福岡県行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する条例（平成１６年福岡県条例第１２号）第３条第１項に定める方法によっ

て提出する場合は、当該様式への自署及び押印を省略することができる。 

 

（その他） 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定め

る。 

 

付則 

 この要綱は、令和８年３月２３日から施行し、令和９年度までの補助金について適用する。  



別表１ 補助対象事業及び補助対象設備、補助率、補助上限額（第６条第１項関係） 
補助対象事業 １.再生可能エネルギ

ー設備 
２.省エネルギー設備 ３.蓄電池 

補助対象設備 (１)太陽光発電設備
の導入 

(２)高効率空調機器の
導入 

(３)高効率給湯機器の
導入 

(４)コージェネレーシ
ョンシステムの導
入 

(５)蓄電池の導入 

補助率 定額（５万円／ｋＷ）
（ただし、補助対象経
費が５万円／ｋＷを
下回る場合は、補助対
象経費の額を補助金
の額とする） 

補助対象経費の３分の
１以内 

補助対象経費の３分
の１以内（ただし、補
助対象経費の上限額
は１６.０万円/ｋWh
とする） 

一申請あたり
の補助上限額 

２５０万円 １００万円 ５３３万円 

その他 補助額は千円単位とし、端数が出た場合は切り捨てるものとする。 
補助対象とする省エネルギー設備は、同一年度に一設備のみとする。 
次に掲げる施設への補助対象設備を設置する事業は、補助対象事業とし
ない。 
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係
る接客業務受託営業を行う施設 

イ 宗教的活動又は政治的活動を行うことを設置目的とする施設 
ウ その他公的資金の交付先として社会通念上不適切であると認めら

れる活動を行う施設 
 
 
別表２ 補助要件（第６条第２項関係） 
補助対象設備 補助要件 
共通 ア 各種法令等に遵守した設備であること。 

イ 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。 
ウ 中古設備でないこと。 
エ 導入する設備は、設置に際して工事を伴う設備であること。 
オ 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室

効果ガス排出削減効果についてＪ−クレジット制度への登録を行わない
こと。 

(１)太陽光発
電設備 

ア 太陽光発電システムの発電出力（ｋＷを単位とし、太陽光発電システ
ムを構成する太陽電池モジュールの日本産業規格若しくは国際電気標
準会議（ＩＥＣ）の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値又
はパワーコンディショナの日本産業規格に基づく定格出力の合計値の
小数点以下第３位を四捨五入した値のうち、いずれか小さい値とする。）
が１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満であること。 

イ ＰＰＡ（第三者所有モデル）方式や設備のリースでないこと。 
ウ 増設は対象外とする。既存の太陽光発電設備を全て廃棄して新規導入

する場合は補助対象とする。なお、廃棄に係る費用は対象外とする。 
エ 太陽光発電設備は、自己所有の土地に所在する自己所有の建物の屋根

に設置すること。 
オ 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の５０％以

上を、同一敷地内に所在する補助事業者の事業所で使用（自家消費）す
ること。 

カ 発電した電力量及び発電した電力の使用量を明らかにする機器を備
えること。 



キ 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力
量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離
島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、１時間ごと
の再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給
と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰
属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 

ク 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３
年法律第１０８号。以下「再エネ特措法」という。）に基づく固定価格
買取制度（以下「FIT」という。）の認定又は FIP(Feed in Premium)制
度の認定を取得しないこと。 

ケ 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行
わないものであること。 

コ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」
（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施するこ
と（ただし、専ら FIT の認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、
次の（ア）～（シ）をすべて遵守していることを確認すること。 

（ア） 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとと
もに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 

（イ） 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこ
と。 

（ウ） 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう
努めること。 

（エ） 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。
詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネル
ギー発電設備の設置場所について」（資源エネルギー庁省エネルギ
ー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室）を
参照のこと。 

（オ） ２０ｋＷ以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置
するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識（交付対象事
業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者
の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、物価高騰
対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した福岡県中小企業脱炭素
化緊急支援事業補助金により設置した旨を記載したもの）を掲示す
ること。 

（カ） 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収
に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試
験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存する
こと。 

（キ） 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 
（ク） 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者

から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けた
ときは、適切な方法により協力すること。 

（ケ） 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問
題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣へ
の配慮を行うよう努めること。 

（コ） 交付対象設備を処分する際は、関係法令（立地する自治体の条例を
含む。）の規定を遵守すること。 

（サ） 交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等
費用積立ガイドライン」（資源エネルギー庁）を参考に、必要な経
費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画
に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適
切な廃棄・リサイクルを実施すること。 

（シ） 災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠
償保険等に加入するよう努めること。 

(２)高効率空
調機器の導入 

ア 「(１)太陽光発電設備」を導入する敷地内に所在する補助事業者の事
業所に、太陽光発電設備と同時導入すること。 



(３)高効率給
湯機器の導入 

イ 導入する設備は、既存設備に代えて導入する設備であり、既存設備と
同一の目的で使用し、使用用途が同じであること。 

ウ 従来の空調機器・給湯機器に対して、３０％以上の省ＣＯ２効果（※）
が得られるものであること。 

(４)コージェ
ネレーション
システムの導
入 

ア 「(１)太陽光発電設備」を導入する敷地内に所在する補助事業者の事
業所に、太陽光発電設備と同時導入すること。 

イ 都市ガス、天然ガス、ＬＰＧ、バイオガス等を燃料とし、エンジン、
タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併
給型動力発生装置又は燃料電池であること。温泉付随ガスを燃料とする
場合は、温泉法第１４条の２の規定による温泉の採取の許可を受け、又
は同法第１４条の５の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確
認を受けて採取されているものであること。 

（５）蓄電池
の導入 

ア 「(１)太陽光発電設備」を導入する敷地内に所在する補助事業者の事
業所に、太陽光発電設備と同時導入すること。 

イ 蓄電池容量（単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単

電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。）が２０ｋＷｈ以上

であること。 

ウ 原則として「(１)太陽光発電設備」によって発電した電気を蓄電す

るものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備

とすること。  

エ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。  

オ 補助対象経費が１１.９万円/kWh以下（工事費込み、消費税及び地方

消費税額を除く。）の蓄電システムとなるよう努めること。  

カ 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電

システムであること。   

※ 「３０％以上の省ＣＯ２効果」とは、更新前後において、設備に応じたエネルギーを消費
することによって発生するＣＯ２量を比較（設備の効率向上及び燃料転換によるＣＯ２発生
量差を加味）し、発生するＣＯ２発生量が７０％以下になることをいう。ただし、電力会社
変更によるＣＯ２削減効果（排出係数変更）を加味しないものとする。 

 
 



別表３ 補助対象経費（第７条第１項関係） 

経費区分 費目 細分 内容 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費 事業を行うために直接必要な材料の購入費

をいい、これに要する運搬費、保管料を含むも

のとする。 

労務費 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等

の人件費をいう。 

直接経費 事業を行うために直接必要とする経費であ

り、次の費用をいう。 

① 特許権使用料（契約に基づき使用する特

許の使用料及び派出する技術者等に要す

る費用） 

② 水道、光熱、電力料（事業を行うために必

要な電力電灯使用料及び用水使用料） 

③ 機械経費（事業を行うために必要な機械

の使用に要する経費（材料費、労務費を除

く。）） 

④ 負担金（事業を行うために必要な経費を

契約、協定等に基づき負担する経費） 

本工事費 

（間接工事費） 

共通仮設費 事業を行うために直接必要な現場経費であ

って、次の費用をいう。 

① 事業を行うために直接必要な機械器具等

の運搬、移動に要する費用 

② 準備、後片付け整地等に要する費用 

③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等

に要する費用 

④ 技術管理に要する費用 

⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用 

現場管理費 事業を行うために直接必要な現場経費であ

って、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通

信交通費その他に要する費用をいう。 

一般管理費 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福

利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費を

いう。 

付帯工事費  本工事費に付随する直接必要な工事に要す

る費用をいう。 

※必要最小限度の範囲とすること。 

機械器具費  事業を行うために直接必要な建築用、小運搬

用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、

据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をい

う。 

測量及び試験

費 

 事業を行うために直接必要な調査、測量、基

本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する

経費をいう。 

設備費  設備費   事業を行うために直接必要な設備及び機器

の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等

に要する経費をいう。  

 


